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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項およ

び当該体制の運用状況は、次のとおりです。
(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制
①　当社および当社グループ会社の取締役および使用人が「経営理念」を具現化し

ていくために、法令・定款および社内規則はもとより、健全な社会規範、倫理規
範を守り、「ニチコングループ行動規範」(2002年10月制定・2013年4月に改訂)
に則った職務を遂行し、企業風土の醸成と教育・啓発活動の推進に努めていま
す。なお、改訂後の行動規範では、レスポンシブル・ビジネス・アライアンス
（RBA）における行動規範（旧：EICC(電子業界行動規範)）が求める労働、環境
保全、安全衛生、倫理などの要求事項を反映させています。
　これらを確保するための体制として、代表取締役社長を委員長とする「CSR推
進委員会」を設置しています。

②　コンプライアンス体制は、各種会議や朝礼等による啓発活動・教育を定期的に
行い、その確保に努めています。また、内部通報制度(コンプライアンス・ホッ
トライン)を設けるとともに、CSR推進委員会のコンプライアンス小委員会および
競争法コンプライアンス小委員会が法令・規程・ルール等の遵守体制の整備と、
コンプライアンスに関わる研修や学習教材を定期的に配布するなどの啓発に努め
ています。

③　内部監査室は、定期的に当社および当社グループ会社の内部監査を実施する際
に、コンプライアンスの周知徹底と統制環境の確認を行っています。

④　監査役は、当社および当社グループ会社の法令･定款等の遵守体制に問題があ
ると認めたときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる
体制としています。

⑤　市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力および団体に対しては断固たる態
度をとり、一切関係を持たないこと、活動を助長するような行為をしないことを
「ニチコングループ行動規範」に定め、正しく公正な企業であり続けることを宣
言しています。対応統括部署の設置、情報の収集、外部専門機関との連携および
社内での啓発活動などにより、毅然とした態度で臨んでいます。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理

については、｢情報セキュリティ基本方針」に基づく「情報管理規程」｢文書管理規
程」等の充実化を図っています。これらの関連規程に基づき、取締役の職務の執行
に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。）を記録するとともに、その取
扱いについては適切に検索性の高い状態で保存および管理の運用を行っています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　当社および当社グループ会社は、損失・リスクをあらかじめ回避するととも

に、万一リスクが発生した場合にもその被害を最小限に抑制することを目的とし
た「リスクマネジメント規程」を制定し、運用しています。

②　損失・リスクから会社を守り、社会からの信頼を維持するための組織として、
代表取締役社長を委員長とする「CSR推進委員会」を設置しています。損失やリ
スクの危険の管理については、当委員会のリスクマネジメント小委員会がCSR室
および総務部と連携して全社リスクの定期的な集約・評価を行い、実施状況の確
認を行っています。また、使用人に対するリスクマネジメントに関する教育・訓
練も実施しています。
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　事業における損失・リスクには法令遵守、人権・労働、安全・衛生、災害、品
質、環境、情報、輸出管理、与信等がありますが、企業経営に重大な影響を及ぼ
すこれらリスクの排除・軽減を図る体制も構築しています。

③　また、災害等の発生に備え、生命の安全確保・安否確認体制を整備するととも
に、重要業務の継続・中断した場合を想定し、早期復旧を目指せる体制、事業継
続計画(BCP)および事業継続マネジメント(BCM)の見直しと追加構築に取組んでい
ます。

④　財務報告の正確性と信頼性を確保するために、関連する法令等に従って内部統
制活動の実施状況を評価し確認することにより、リスク管理を実効性のあるもの
としています。これを確保するための体制として、代表取締役社長を委員長とす
る「内部統制推進委員会」を設置しています。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　当社は、取締役による意思決定の迅速化と効率的な業務執行を行うために、取

締役会の少人数化と、会議の随時開催による迅速かつ適正な決定を図っていま
す。
　取締役会は、定期的に業務執行の進捗状況を評価し、改善策を策定し、全社的
な業務執行の効率化を実現する体制を構築しています。
　一方、経営の監督機能と業務執行機能の役割を明確にするために、執行役員制
度を導入しており、業務分掌・職務権限の明確化と業務部門毎の特性に応じた機
動的な意思決定により、経営の迅速化と適正かつ効率的な業務執行を図っていま
す。

②　当社および当社グループ会社の取締役および使用人において、各職位の職務お
よび責任権限ならびに各組織単位の業務分掌について定めた「職務分掌規程」
「職務規程」「関係会社管理規程」を制定し効率的経営を行うとともに、それに
従った職務・責任体制で業務が行われているかどうか、定期的に監査していま
す。

(5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社および当社グループ会社では、コンプライアンスの推進、遵法精神の啓発、

企業倫理意識の育成、リスクマネジメントの周知徹底および社会的責任の遂行など
を、グループ共通の価値観として共有するよう努めています。

また、「関係会社管理規程」｢財務報告に係る内部統制規程｣に基づき、当社とグ
ループ会社間で管理・指導・報告などの連携を密にし、内部統制システムの推進は
もとより、ニチコングループとしての事業活動の健全性・効率性ならびに財務報告
の信頼性の確保のために、業績状況、決算状況などについて、定期的・継続的に当
社へ報告させています。

監査役および内部監査室は、当社および当社グループ会社の業務執行状況につい
て監査や診断等を実施し、その結果を取締役会に報告しています。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項
監査役室には、監査役の職務を補助すべき使用人を取締役と監査役会が協議のう

え選任し配置しています。当該使用人は監査役の指揮命令下に置くものとし、その
人事については、任命・異動・評価・賃金等も含め、監査役会と事前に協議を行
い、同意を得たうえで決定するものとし、取締役からの独立性を確保しています。
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(7) 取締役・使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する
体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社および当社グループ会社の取締役および使用人は、会社に著しい影響を及ぼ

す事実が発生したときは、遅滞なく監査役に報告を行うこととしています。
監査役は当社および当社グループ会社の取締役および使用人に対し、必要に応じ

て随時報告を求めることができるものとしています。
監査役は当社および当社グループ会社の重要な会議等に出席して意見を述べるほ

か、必要に応じて取締役または使用人に重要書類、稟議書等の閲覧、報告を求める
ことができる体制を確保しています。また、取締役の業務執行、当社および当社グ
ループ会社の業務や財産の状況の調査、重要案件の稟議書の閲覧などにより監査を
行っています。

監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人および内部監査室から定期にあ
るいは必要に応じて内部監査の状況報告を受けています。

なお、前記に従い監査役への報告を行った当社および当社グループ会社の取締役
および使用人に対して、不利益な取扱いを行うことはいたしません。

(8) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　当事業年度において、社外取締役３名を含む取締役７名で構成される取締役会

を11回開催し、法令、定款および取締役会規則に定められた経営上重要な事項の
決定および業務執行の報告を行いました。また、重要な全社規程の見直し改訂を
行いました。

②　経営会議を毎月開催し、事業計画の推進、進捗管理、重要な業務推進上の報
告・討議等を行いました。

③　当事業年度において、社外監査役３名を含む監査役４名で構成される監査役会
を16回開催し、監査活動の報告、意見交換を行いました。監査役は、取締役会を
はじめ重要な会議へ出席するほか、当社および当社グループ会社の経営上重要な
事項について、取締役や使用人からの報告や稟議書等の閲覧、実地調査による監
査等により事業課題やリスク等を把握し、必要に応じて助言を行いました。ま
た、三様監査（監査役監査、会計監査人監査、内部監査）を行っており、監査
役、会計監査人および内部監査部門（内部監査室）は情報交換を行い、相互の連
携を図りました。

④　執行部門から独立した組織である内部監査室は、コンプライアンス強化に資す
ることを目的として定期的に当社および当社グループ会社の内部監査を実施し、
取締役や監査役会に報告を行いました。

⑤　内部統制推進委員会は、財務報告の正確性と信頼性を確保するため、「全社統
制」「決算財務報告プロセス統制」「業務プロセス統制」「IT全般統制」「IT業
務処理統制」の各項目に関して当社および当社グループ会社の定期的評価を行
い、取締役会や監査役会に報告を行いました。

⑥　CSR推進委員会は、「コンプライアンス」「競争法コンプライアンス」「リス
クマネジメント」「環境マネジメント」「情報セキュリティ」の５小委員会で構
成され、毎月合同で会議を開催し当社および当社グループ会社のCSRに関する課
題の進捗の促進を図るとともに、状況等について取締役会や監査役会に報告を行
いました。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 14,286 16,860 48,916 △11,625 68,438

当期変動額

剰余金の配当 △1,778 △1,778

親会社株主に帰属する
当期純利益

7,902 7,902

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 6,123 △1 6,122

当期末残高 14,286 16,860 55,039 △11,626 74,560

その他の包括利益累計額

非 支 配
株 主
持 分

純資産合計
そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

為替換算
調整勘定

その他の

包括利益

累 計 額

合 計

当期首残高 18,512 － 236 18,749 2,079 89,266

当期変動額

剰余金の配当 △1,778

親会社株主に帰属する
当期純利益

7,902

自己株式の取得 △1

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△4,562 △4 3,672 △893 157 △736

当期変動額合計 △4,562 △4 3,672 △893 157 5,386

当期末残高 13,950 △4 3,908 17,855 2,237 94,652

連結株主資本等変動計算書
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市場価格のない株式等以外のもの：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主
として移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等：主として移動平均法による原価法を採用しております。

連 結 注 記 表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項
①連結子会社の状況
・連結子会社の数 21社
・連結子会社の名称 ﾆﾁｺﾝ製箔㈱、ﾆﾁｺﾝ草津㈱、ﾆﾁｺﾝ亀岡㈱、ﾆﾁｺﾝ大野㈱、ﾆﾁｺﾝ岩手㈱

ﾆﾁｺﾝﾜｶｻ㈱、㈱酉島電機製作所、日本ﾘﾆｱｯｸｽ㈱、㈱ﾕﾀｶ電機製作所
ﾆﾁｺﾝ（ｱﾒﾘｶ）ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、ﾆﾁｺﾝ（ｵｰｽﾄﾘｱ）ｹﾞｰ･ｴﾑ･ﾍﾞｰ･ﾊｰ
ﾆﾁｺﾝ（香港）ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、ﾆﾁｺﾝ（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ（台湾）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、ﾆﾁｺﾝ（ﾀｲﾗﾝﾄﾞ）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（上海）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ（深圳）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ（ﾏﾚｰｼｱ）ｾﾝﾃﾞｨﾘｱﾝ ﾊﾞﾊｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（無錫）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（宿遷）ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
無錫ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ R&Dｾﾝﾀｰ ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

②非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称 ﾊｰﾊﾞｰ電子㈱、他３社
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、いずれも小規模であり、各社の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に
見合う額）等は、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ重要性がないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
①持分法を適用した非連結子会社または関連会社の状況
・持分法適用の非連結子会社および関連会社数 ２社
・持分法適用会社の名称 三和電機㈱、台灣電容器製造廠股份有限公司
②持分法を適用していない非連結子会社または関連会社の状況
・非連結子会社および関連会社の名称 ﾊｰﾊﾞｰ電子㈱、他４社
・持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に

見合う額）等は、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ
重要性がないためであります。

③持分法適用手続きに関する特記事項
　持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社については、その事業年度に係る計算書
類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち５社の決算日は連結決算日と異なっております。
　ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(深圳)ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞの決算日は12月31日であり、連結計算書類の作
成にあたっては、連結決算日で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
　ﾆﾁｺﾝ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ(深圳)ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾘﾐﾃｯﾄﾞを除く中国子会社４社の決算日は12月31日であ
り、連結計算書類の作成にあたっては、それぞれの連結子会社の決算日現在の計算書類を使用
し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項
①重要な資産の評価基準および評価方法

イ. 有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券： 償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券

－ 5 －



ロ. 棚卸資産の評価基準および評価方法
商品及び製品・仕掛品：主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
原材料及び貯蔵品：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）：主として定率法を採用しております。
　ただし、当社および国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除
く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法
を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

イ．貸倒引当金　　： 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績
率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．製品保証引当金： 製品の販売に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当
該費用の発生割合および支出実績を勘案した見積額を計上しておりま
す。

ハ．賞与引当金　　： 従業員に対する賞与の支払に備えるため、主として支給見込額のうち
当連結会計年度負担分を計上しております。

ニ．役員賞与引当金： 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計
年度に負担すべき額を計上しております。

建物及び構築物　　　　　 ３年～50年
機械装置及び運搬具 　　　２年～12年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）：定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基
づく定額法を採用しております。

ハ. リース資産　：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

③重要な引当金の計上基準

④収益および費用の計上基準

イ. 製品の販売
　当社グループは、コンデンサおよびその関連製品の製造・販売を行っております。これらの
製品に関する取引については、製品に対する物理的占有、所有に伴う重大なリスクおよび経済
価値の顧客への移転状況といった支配の移転の要件に基づき、製品の引渡時点で履行義務を充
足すると判断し、当該時点で収益を認識しております。製品の販売に関する取引の対価は、概
ね６ケ月以内に受領しております。

ロ. 請負契約
　コンデンサおよびその関連製品のうち、一部の取引については請負契約を締結しておりま
す。当該契約のうち、他の用途に転用することができないもの、かつ、現在までに完了した部
分に対し強制的に支払いを受ける権利を有しているものは、契約の履行によって生じる資産の
支配を一定期間にわたって顧客に移転するものと考えております。この場合、各会計期間の末
日において測定した履行義務の充足に係る進捗に基づき、契約期間にわたって売上高を認識し
ております。なお、一定期間での収益認識要件を満たす場合であっても、取引開始日から完全
に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、履行義務
を充足した時点で収益を認識しております。請負契約に関する取引の対価は、別途定める取引
条件により、概ね１年以内に対価を受領しております。

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。なお、在外連結子会社等の資産および負債は、決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めております。
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イ．ヘッジ会計の方法： 主として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約
について振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用
しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象： ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建金銭債権

ハ ． ヘ ッ ジ 方 針 ： 為替リスクをヘッジする手段としてのデリバティブ取引を行うこ
ととしており、投機目的のデリバティブ取引は、行わないことと
しております。

ニ．ヘッジの有効性評価の方法： ヘッジ開始時から有効性判断時点までの期間において、ヘッジ対
象の相場変動による変動額等を基礎にして判断することとしてお
ります。

⑥重要なヘッジ会計の方法

⑦その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る負債の計上基準

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込
額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。なお、数理計算
上の差異および過去勤務費用は、発生した連結会計年度において一括費用処理しておりま
す。

ロ. 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、社債償還期間（５年間）にわたり均等償却しております。

ハ. 連結納税制度の適用
　当社および一部の連結子会社は、当社を連結納税親会社とした連結納税制度を適用しており
ます。

ニ. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社および一部の連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度
へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第
８号）において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわ
せて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度
への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）
第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額につ
いて、改正前の税法の規定に基づいております。なお、翌連結会計年度の期首から、グループ
通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理およ
び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱
い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。

２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に

移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること

としました。

　収益認識に関する会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

　・請負契約の進捗部分について、従来、成果の確実性が認められる請負契約については工事進行

基準を、その他の請負契約には検収基準を適用していましたが、当連結会計年度より、一定の期間

にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基

づき収益を一定期間にわたり認識する方法に変更しています。なお、取引開始日から完全に履行義

務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、完全に履行義務を充足

した時点で収益を認識しています。

　・リベート等の顧客に支払われる対価について、従来、一部を販売促進費として販売費および一

般管理費に計上していましたが、売上高から控除する方法に変更しています。
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　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影

響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減する方法により、当該期首残高から新たな会計

方針を適用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度

の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会

計方針を遡及適用していません。なお、連結計算書類に与える影響は軽微です。

　なお、前連結会計年度の連結計算書類において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛

金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計

基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商

品に関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱

いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしま

した。

　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

等の注記を行っております。

３. 表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「助成金収入」（当連結会計年度は、108
百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、営業外収益の「その他」に
含めて表示しております。

４. 会計上の見積りに関する注記
(1) 有形固定資産の減損

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　当社グループは、当連結会計年度末現在、建物及び構築物13,893百万円、機械装置及び運搬
具15,962百万円など合計39,556百万円の有形固定資産を計上しています。また、当連結会計年
度において機械装置及び運搬具などの遊休資産に係る減損損失69百万円を計上しております。

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、コンデンサおよびその関連製品の製造・販売のため建物及び構築物、機械
装置及び運搬具などの有形固定資産を有しています。当社グループは、業績管理に利用される
製品区分に基づき資産および資産グループを識別しています。当連結会計年度において、電子
機器用の一部、電力・機器用及び応用機器の一部および回路製品の一部の資産グループに減損
の兆候を識別しました。当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額
と帳簿価額を比較した結果、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るため、遊休資
産を除き減損損失を認識していません。
　割引前将来キャッシュ・フローは、市場動向やこれに基づく生産計画などの仮定を含め、経
営者により承認された事業計画に基づく使用価値などから算定しており、事業計画の 終年度
以降の期間については、経営環境を考慮し見積った成長率を用いてキャッシュ・フローを算定
しています。
　前提とした仮定より市場環境が悪化するなど将来の事業計画の見直しが必要となった場合
は、翌連結会計年度において減損損失を認識する可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性
①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　当社グループは、当連結会計年度末現在、繰延税金資産265百万円、繰延税金負債5,754百万
円を計上(同一納税主体ごとに繰延税金資産・繰延税金負債は相殺表示)しています。

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上しています。この税
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受取手形 1,250百万円 売掛金 35,609百万円

建物及び構築物 1,815百万円 機械装置及び運搬具 3,850百万円

土地他 1,161百万円

用　　　途 場　　　所 種　　　類 減　損　損　失

遊休資産 福井県大野市 機械装置及び運搬具 36百万円

遊休資産 中国　無錫市 機械装置及び運搬具他 32百万円

(1) 発行済株式の総数に関する事項 （単位：千株）

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 78,000 － － 78,000

(2) 自己株式の数に関する事項 （単位：千株）

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
の株式数

普通株式 9,581 0 － 9,582

務上の繰越欠損金については、翌期の課税所得(税務上の繰越欠損金控除前)の見積額に基づ
き、回収が見込まれる金額を繰延税金資産として計上しています。
　翌期の課税所得見積額は、市場動向やこれに基づく生産計画などの仮定を含め、経営者によ
り承認された事業計画に基づいて算定しています。

　前提とした仮定より市場環境が悪化するなど将来の事業計画の見直しが必要となった場合
は、翌連結会計年度において回収が見込まれない繰延税金資産を取り崩す可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 顧客との契約から生じた債権
　　受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のと

おりです。

(2)有形固定資産の減価償却累計額 139,977百万円
(3) 取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額

(4) 各国競争法調査およびクラスアクション(集団訴訟)について
当社グループは、電解コンデンサの販売に関して、各国の競争当局より調査を受けていました

が、競争当局からの調査はすべて終了し、調査の結果命じられた制裁金等の支払いも終えていま
す。

これに伴うクラスアクション（集団訴訟）につきましても、米国においては当事者間で和解の
合意に至り、裁判所の承認手続きも完了しました。また、当社グループに対して、カナダにおい
て提起されているクラスアクションにつきましては、今後も引き続き適切に対応します。なお、
継続中の事案については、当社グループの経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。

６. 連結損益計算書に関する注記
減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しました。

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部門を基準としてグルーピングを行って

おり、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、連結子会社であるニチコン製箔株式会社およびニチコン エレクトロニ

クス（無錫）カンパニー リミテッドにおいて、現時点で稼働再開時期が見込めない遊休資産の帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

７. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

（注）自己株式の数の増加株式数０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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・配当金の総額 889百万円
・１株当たり配当額 13円00銭
・基準日 2021年３月31日
・効力発生日 2021年６月30日

・配当金の総額 889百万円
・１株当たり配当額 13円00銭
・基準日 2021年９月30日
・効力発生日 2021年12月８日

・配当金の総額 957百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 14円00銭
・基準日 2022年３月31日
・効力発生日 2022年６月30日

(3) 剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額

イ. 2021年６月29日開催の第86回定時株主総会決議による配当に関する事項

ロ. 2021年11月９日開催の取締役会決議による配当に関する事項

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌年度になるもの
2022年６月29日開催の第87回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

８. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項
①金融商品に対する取組方針

当社グループは、運転資金や設備投資資金は主に銀行借入や転換社債型新株予約権付社債発行に
より調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバ
ティブは、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は
行っておりません。

②金融商品の内容およびそのリスクならびにそのリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されており

ます。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理
を行うとともに、信用状況を１年ごとに把握する体制としております。また、外貨建ての売上債権
は為替の変動リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券である満期保有目的の債券は、有価証券管理規程に従い、格付けの高
い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。投資有価証券である株式は、業
務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時
価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続
的に見直しております。

短期貸付金及び長期貸付金は、関係会社に対するものであり、定期的に貸付先の財務状況等を把
握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、１年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、運転資金および設備投資に必要な資金の調達を目的としたもので

あり、銀行借入により調達しております。
転換社債型新株予約権付社債は、設備投資、長期借入金の返済および自己株式取得に必要な資金

調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社のデリバティブ管理規程に従って行っており、

また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関との
み取引を行っています。

営業債務や借入金は、流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されて
いますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成し、流動性リスクを管理しておりま
す。
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連結貸借対照表計上額
（ 百 万 円 ）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

(1)有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 802 800 △2

②その他有価証券 26,745 26,745 －

③関連会社株式 1,247 4,128 2,881

(2) 短期貸付金及び長期貸付金
（*２）

2,170

　貸倒引当金（*３） △313

1,856 1,856 －

資産　計 30,651 33,531 2,879

(1) 転換社債型新株予約権付社債 12,064 12,435 371

(2) 長期借入金（*４） 1,152 1,151 △0

負債　計 13,216 13,587 371

デリバティブ取引（*５） △5 △5 －

区　分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 2,998

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 500 302 － －

短期貸付金及び長期貸付金 172 699 786 512

合　計 672 1,001 786 512

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額

については、次のとおりであります。

　*１ 現金については注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債
権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　*２ 短期貸付金及び長期貸付金には、流動資産の「その他」に含めて表示している短期貸付金
および１年内回収予定の長期貸付金を含めております。

　*３ 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
　*４ 長期借入金には、流動負債の１年内返済予定の長期借入金を含めております。
　*５ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については△で示しております。

（注１）市場価格のない株式等

市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

（注２）金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
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１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円)

３年超
４年以内
（百万円)

４年超
（百万円）

転換社債型
新株予約権付社債

－ － 12,000 － －

長期借入金 1,152 － － － －

合　計 1,152 － 12,000 － －

　レベル１の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形
成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格
により算定した時価

　レベル２の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　その他有価証券 26,745 － － 26,745

　資産　計 26,745 － － 26,745

デリバティブ取引

　通貨関連 － 5 － 5

　負債　計 － 5 － 5

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　満期保有目的の債券 － 800 － 800

　関連会社株式 4,128 － － 4,128

短期貸付金及び長期貸付金 － 2,170 － 2,170

　貸倒引当金 － △313 － △313

－ 1,856 － 1,856

　資産　計 4,128 2,656 － 6,785

転換社債型新株予約権付社債 － 12,435 － 12,435

長期借入金 － 1,151 － 1,151

　負債　計 － 13,587 － 13,587

（注３）金銭債務の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が も低いレベルに時価を分類して
おります。

①　時価で連結貸借対照表上に計上している金融商品
（単位：百万円）

②　時価で連結貸借対照表上に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）
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製品区分

電子機器用

電力・機器

用及び応用

機器

回路製品 その他 合計

売上高

(所在地)

日本 22,040 14,091 26,963 379 63,474

米国 7,398 4,614 4 － 12,017

アジア 43,916 713 13,448 － 58,079

欧州他 8,611 15 － － 8,627

合計 81,966 19,435 40,416 379 142,198

(収益の認識時期)

一時点で移転される財 81,966 18,005 40,416 379 140,768

一定の期間にわたり移

転される財 － 1,429 － － 1,429

合計 81,966 19,435 40,416 379 142,198

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
　有価証券及び投資有価証券
　社債の時価は、取引金融機関から提示された価格に基づいておりますので、その時価をレベル
２の時価に分類しております。上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式
は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
　短期貸付金及び長期貸付金
　元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に
よって算出しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。
　転換社債型新株予約権付社債
　取引金融機関から提示された価格に基づいておりますので、その時価をレベル２の時価に分類
しております。
　デリバティブ取引
　為替予約の時価は、取引金融機関から提示された価格に基づいておりますので、その時価をレ
ベル２の時価に分類しております。
　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に
よって算出しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

９. 賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

10. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、１.連結計算書類の作成のた

めの基本となる重要な事項「(4)会計方針に関する事項　④収益および費用の計上基準」に記載の
とおりであります。
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当連結会計年度

　契約資産 239百万円

　契約負債 328百万円

当連結会計年度

　１年以内

　１年超

396百万円

－百万円

　合計 396百万円

(1) １株当たり純資産額 1,350円76銭
(2) １株当たり当期純利益 115円50銭

(3) 当連結会計年度および翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　　　契約資産は主に、一定期間にわたり充足した履行義務に係る対価に対する当社グループの権利で

あり、請求権が確定した時点で債権に振り替えられます。顧客との契約から生じた債権は、別途定
める取引条件により、履行義務の充足後、概ね１年以内に対価を受領しております。

　　　契約負債は主に、製品の引渡など履行義務の完了前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借
対照表上、流動負債のその他に含まれております。

　①　契約資産および契約負債の残高

　当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額
はありません。なお、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識し
た収益の額はありません。

　②　残存履行義務に配分した取引価額
　一部顧客との契約における残存履行義務に配分した取引価額の総額および収益の認識が見込ま
れる期間は、以下のとおりであります。

　当社グループにおいては、上記を除いて個別の契約期間が１年を超える取引がないた
め、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について残存履
行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中
に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13. その他の注記
記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積り)

当社グループを取り巻く経済環境については、新型コロナウイルス感染症の再拡大やそれによ
る経済の回復の長期化が懸念される中、不透明感と不確実性は残るものの、世界各国における経
済活動の再開に伴い緩やかな回復基調が続くものと予想されます。固定資産の減損、繰延税金資
産の回収可能性などの会計上の見積りについては当該仮定に基づき会計上の見積りを行っていま
す。なお、この仮定は不確実性が高く、収束が遅延し、影響が長期化した場合には将来において
損失が発生する可能性があります。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

固 定 資 産
圧縮積立金

別 途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 14,286 17,065 3 17,068 2,141 56 16,517 3,117 21,832 △11,625 41,563

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,778 △1,778 △1,778

固定資産圧縮積立金
の取崩

△0 0 － －

当 期 純 利 益 6,481 6,481 6,481

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項
目の当期変動額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △0 － 4,702 4,702 △1 4,701

当 期 末 残 高 14,286 17,065 3 17,068 2,141 56 16,517 7,820 26,535 △11,626 46,264

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 18,256 － 18,256 59,819

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,778

固定資産圧縮積立金の
取崩

－

当 期 純 利 益 6,481

自 己 株 式 の 取 得 △1

株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

△4,564 △4 △4,568 △4,568

当 期 変 動 額 合 計 △4,564 △4 △4,568 133

当 期 末 残 高 13,691 △4 13,687 59,952

株主資本等変動計算書
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・市場価格のない株式等以外のもの：時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）を採用しております。

・市場価格のない株式等：移動平均法による原価法を採用しております。

・商品及び製品・仕掛品：個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

・原材料及び貯蔵品：移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産　　：
（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物（附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

②無形固定資産　　：
（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについて
は、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して
おります。

個 別 注 記 表
１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法
①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）を採用しております。
②子会社株式および関連会社株式：移動平均法による原価法を採用しております。
③その他有価証券

④棚卸資産の評価基準および評価方法

建物　　　　　　　　　　　７年～50年
機械及び装置　　　　　　　４年～10年

③リース資産　　　：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。

(3) 繰延資産の処理方法
　社債発行費は、社債償還期間（５年間）にわたり均等償却しております。

(4) 引当金の計上基準
①貸倒引当金　　： 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

②製品保証引当金： 製品の販売に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当該費用
の発生割合および支出実績を勘案した見積額を計上しております。

③賞与引当金　　： 従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計
上しております。

④役員賞与引当金： 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべ
き額を計上しております。

⑤退職給付引当金： 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資
産の見込額に基づき計上しております。
なお、数理計算上の差異は当期において一括費用処理しております。

(5) 収益および費用の計上基準
①製品の販売
　当社は、コンデンサおよびその関連製品の製造・販売を行っております。これらの製品に関する
取引ついては、製品に対する物理的占有、所有に伴う重大なリスクおよび経済価値の顧客への移転
状況といった支配の移転の要件に基づき、製品の引渡時点で履行義務を充足すると判断し、当該時
点で収益を認識しております。製品の販売に関する取引の対価は、概ね６ケ月以内に受領しており
ます。
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②請負契約
　コンデンサおよびその関連製品のうち、一部の取引については請負契約を締結しております。当
該契約のうち、他の用途に転用することができないもの、かつ、現在までに完了した部分に対し強
制的に支払いを受ける権利を有しているものは、契約の履行によって生じる資産の支配を一定期間
にわたって顧客に移転するものと考えております。この場合、各会計期間の末日において測定した
履行義務の充足に係る進捗に基づき、契約期間にわたって売上高を認識しております。なお、一定
期間での収益認識要件を満たす場合であっても、取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込
まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、履行義務を充足した時点で収益を認識して
おります。請負契約に関する取引の対価は、別途定める取引条件により、概ね１年以内に対価を受
領しております。

(6) 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
　主として、繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満た
している場合は、振当処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ヘッジ手段：　為替予約
　　ヘッジ対象：　外貨建金銭債権
③ヘッジ方法
　為替リスクをヘッジする手段としてのデリバティブ取引を行うこととしており、投機目的のデリ
バティブ取引は、行わないこととしております。
④ヘッジの有効性評価の方法
　ヘッジ開始時から有効性判断時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動による変動額等を
基礎にして判断することとしております。

(8) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただ
し、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通
算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目
については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延
税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。なお、翌事
業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税
効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及
び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）を適用する予定であります。

２. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転

した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとし

ました。

　収益認識に関する会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

　・請負契約の進捗部分について、従来、成果の確実性が認められる請負契約については工事進行

基準を、その他の請負契約には検収基準を適用していましたが、当事業年度より、一定の期間にわ

たり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき

収益を一定期間にわたり認識する方法に変更しています。なお、取引開始日から完全に履行義務を
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短期金銭債権 21,494百万円
長期金銭債権 13,685百万円
短期金銭債務 14,944百万円
長期金銭債務 830百万円

(2) 取締役、監査役に対する金銭債務 253百万円
(3) 有形固定資産の減価償却累計額 33,360百万円

ニチコン草津株式会社 2,676百万円
ニチコン大野株式会社 2,480百万円
ニチコンワカサ株式会社 1,804百万円
ニチコン岩手株式会社 1,384百万円
その他 2,572百万円

合　計 10,917百万円

充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、完全に履行義務を充足した

時点で収益を認識しています。

　・リベート等の顧客に支払われる対価について、従来、一部を販売促進費として販売費および一

般管理費に計上していましたが、売上高から控除する方法に変更しています。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減する方法により、当該期首残高から新たな会計方針を適

用しています。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前

までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及

適用していません。なお、計算書類に与える影響は軽微です。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下「時価算定会計
基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に
関する会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに
従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしまし
た。

３. 表示方法の変更に関する注記
　　該当事項はありません。

４. 会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
当社は、当事業年度末現在、繰延税金負債5,586百万円を計上(繰延税金資産と繰延税金負債

との相殺前の繰延税金資産の金額は450百万円)しています。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)の金額の算出方法は、連結注記表「４．会計上の見積りに関する注記　(2) 繰延税金資
産の回収可能性」の内容と同一であります。

５. 貸借対照表等に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権債務

(4) 保証債務
関係会社の電子記録債務(設備関係電子記録債務を含む)に対する併存的債務

(5) 取得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額
建物 1,263百万円　　土地 1,048百万円
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①売上高 49,206百万円
②仕入高 74,244百万円
③営業取引以外の取引高 2,303百万円

自己株式の数に関する事項 （単位：千株）

株式の種類
当事業年度期首

の株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の株式数

普通株式 9,581 0 － 9,582

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 5,827百万円
貸倒引当金繰入限度超過額 2,516百万円
賞与引当金繰入限度超過額 94百万円
退職給付引当金繰入限度超過額 233百万円
環境対策費用 158百万円
関係会社株式評価損 3,964百万円
その他 809百万円

繰延税金資産小計 13,604百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △5,379百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △7,774百万円

評価性引当額小計 △13,154百万円
繰延税金資産合計 450百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 6,012百万円
土地圧縮積立金 23百万円
その他 1百万円

繰延税金負債合計 6,036百万円
繰延税金負債の純額 5,586百万円

(6) 各国競争法調査およびクラスアクション(集団訴訟)について
当社グループは、電解コンデンサの販売に関して、各国の競争当局より調査を受けていました

が、競争当局からの調査はすべて終了し、調査の結果命じられた制裁金等の支払いも終えていま
す。

これに伴うクラスアクション（集団訴訟）につきましても、米国においては当事者間で和解の
合意に至り、裁判所の承認手続も完了しました。また、当社グループに対して、カナダにおいて
提起されているクラスアクションにつきましては、今後も引き続き適切に対応します。なお、継
続中の事案については、当社の経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。

６. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

（注）自己株式の数の増加株式数０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

８. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引
金額

科目
期末
残高

子
会
社

ニチコン製箔株式会社
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任
土地・建物等
貸与

原材料の販売(注４)
原材料の仕入(注４)
利息の受取(注１)

3
8,302

21

売 掛 金
買 掛 金
長期貸付金
（ 注 ２ ）

3,518
3,336
1,800

ニチコン草津株式会社
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任
土地・建物等
貸与

製品の仕入（注4）
利息の受取(注１)
電子記録債務に対す
る保証（注５)

15,698
22

2,676

買 掛 金
長期貸付金
（ 注 ２ ）

155
1,000

－

ニチコン亀岡株式会社
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任
土地・建物等
貸与

利息の受取(注１) 52
長期貸付金
（ 注 ２ ）

4,599

ニチコン大野株式会社
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任
土地・建物等
貸与

原材料の販売（注4）
製品の仕入（注4）
利息の受取(注１）
電子記録債務に対す
る保証（注５)

92
17,358

22

2,480

売 掛 金
買 掛 金
長期貸付金
（ 注 ２ ）

1,305
2,424
1,900

－

ニチコン岩手株式会社
所有
直接 100％

役員の兼任
土地・建物等
貸与

製品の仕入(注４)
電子記録債務に対す
る保証（注５）

9,017
1,384

買 掛 金 3,668
－

ニチコンワカサ株式会社
所有
直接 100％

－

原材料の販売（注4）
製品の仕入(注４)
電子記録債務に対す
る保証（注５)

220
7,077
1,804

売 掛 金
買 掛 金

1,490
1,950

－

株式会社ユタカ電機製作所
所有
直接 100％

資金の援助
役員の兼任

利息の受取(注１) 31
長期貸付金
（ 注 ２ ）

2,837

ニチコン(アメリカ）コーポ
レーション

所有
直接 100％

資金の借入
役員の兼任

製品の販売(注４)
利息の支払(注３)

8,915
60

売 掛 金
長期借入金
（ 注 ３ ）

1,551
1,664

ニチコン(オーストリア）
ゲー・エム・ベー・ハー

所有
直接 100％

役員の兼任 製品の販売(注４) 6,226 売 掛 金 1,864

ニチコン(香港)リミテッド
所有
直接 100％

－ 製品の販売(注４) 13,929 売 掛 金 5,220

ニチコン エレクトロニクス 
トレーディング(上海)カン
パニー リミテッド

所有
直接  80％
間接  20％

－ 製品の販売(注４) 10,934 売 掛 金 2,064

ニチコン(マレーシア)セン
ディリアン バハッド

所有
直接 55.5％
間接 44.5％

資金の援助
役員の兼任

利息の受取(注１) 47
長期貸付金
（ 注 ２ ）

1,447

ハーバー電子株式会社
所有
直接 47.5％
間接 31.5％

資金の援助
役員の兼任

利息の受取(注１) 10
長期貸付金
（ 注 ２ ）

1,194

９. 関連当事者との取引に関する注記
子会社および関連会社等

（注）１. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入れておりま
せん。

２. 子会社への長期貸付金に対し、合計7,946百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において
合計375百万円の貸倒引当金戻入益を計上しております。なお、長期貸付金には1年内回収予定の長期貸付金を含
めております。

３. 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、長期借入金には1年内返
済予定の長期借入金を含めております。

４. 製品・原材料の仕入・販売については、市場価格等を参考に決定しております。

５. 子会社の電子記録債務(設備関係電子記録債務を含む)に対して当社が保証を行っております。

10. 収益認識に関する注記
（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　10.収益認識に関
する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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(1) １株当たり純資産額 876円28銭
(2) １株当たり当期純利益 94円73銭

11. １株当たり情報に関する注記

12. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

13．その他の注記
記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積り)

当社を取り巻く経済環境については、新型コロナウイルス感染症の再拡大やそれによる経済の回
復の長期化が懸念される中、不透明感と不確実性は残るものの、世界各国における経済活動の再開
に伴い緩やかな回復基調が続くものと予想されます。固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性
などの会計上の見積りについては当該仮定に基づき会計上の見積りを行っています。なお、この仮
定は不確実性が高く、収束が遅延し、影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能
性があります。
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